
平
成
二
十
一
年
十
一
月
五
日
提
出

質

問

第

四

九

号

有
害
鳥
獣
等
を
食
用
に
有
効
活
用
す
る
取
組
に
対
す
る
支
援
施
策
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

山

本

拓
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有
害
鳥
獣
等
を
食
用
に
有
効
活
用
す
る
取
組
に
対
す
る
支
援
施
策
に
関
す
る
質
問
主
意
書

農
林
水
産
業
等
へ
の
被
害
防
止
の
た
め
に
鳥
獣
対
策
は
重
要
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
捕
獲
し
た
鳥
獣
等
の
処
分
方
法
に
つ
い

て
も
軽
視
で
き
な
い
。
欧
州
で
盛
ん
な
ジ
ビ
エ
料
理
の
よ
う
に
、
鳥
獣
等
を
食
用
等
に
有
効
活
用
す
る
こ
と
は
、
広
義
の
地
産

地
消
で
あ
り
、
農
山
漁
村
や
食
品
産
業
の
活
性
化
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
。
有
害
鳥
獣
等
の
対
策
と
し
て
捕
獲
し
た
鳥
獣
等
を

食
用
等
に
有
効
活
用
す
る
取
組
に
対
す
る
政
策
的
支
援
策
が
必
要
と
考
え
る
。

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

有
害
鳥
獣
等
の
対
策
に
お
け
る
捕
獲
、
及
び
、
捕
獲
後
の
処
分
方
法
等
に
関
し
て

�

有
害
鳥
獣
等
の
対
策
に
お
け
る
年
間
の
捕
獲
量
を
、
以
下
の
種
類
ご
と
に
示
さ
れ
た
い
。

�

ク
マ

�

シ
カ

�

イ
ノ
シ
シ

�

サ
ル

�

ハ
ク
ビ
シ
ン

一



�

ア
ラ
イ
グ
マ

�

カ
ラ
ス
等
の
鳥
類

�

ブ
ル
ー
ギ
ル
、
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ス
等
の
外
来
魚

�

大
型
ク
ラ
ゲ

�

有
害
鳥
獣
等
の
対
策
と
し
て
捕
獲
し
た
鳥
獣
等
の
捕
獲
後
の
処
分
は
、
主
と
し
て
、
い
か
な
る
方
法
に
よ
っ
て
い
る

か
。
前
述
の
種
類
ご
と
に
示
さ
れ
た
い
。

�

有
害
鳥
獣
等
の
対
策
と
し
て
捕
獲
し
た
鳥
獣
等
の
捕
獲
後
の
処
分
の
費
用
に
つ
い
て
は
、
年
間
い
く
ら
を
要
し
て
い
る

と
推
定
さ
れ
る
か
。
ま
た
、
政
府
は
、
自
治
体
・
民
間
に
対
し
、
処
分
費
用
へ
の
補
助
と
し
て
年
間
い
く
ら
を
費
や
し
て

い
る
か
。

二

捕
獲
後
の
鳥
獣
等
を
食
用
等
に
有
効
活
用
す
る
取
組
に
対
す
る
支
援
策
等
に
関
し
て

�

捕
獲
後
の
鳥
獣
等
を
食
用
と
し
て
有
効
活
用
す
る
取
組
に
対
し
、
政
府
は
い
か
な
る
支
援
策
を
講
じ
て
い
る
か
。
前
述

の
種
類
ご
と
に
示
さ
れ
た
い
。

�

捕
獲
後
の
大
型
ク
ラ
ゲ
等
の
機
能
性
成
分
を
食
品
や
化
粧
品
等
の
製
造
に
有
効
活
用
す
る
取
組
に
対
し
、
政
府
は
い
か

二



な
る
支
援
策
を
講
じ
て
い
る
か
。

�

政
府
は
、
前
項
の
取
組
に
資
す
る
安
定
供
給
シ
ス
テ
ム
の
確
立
や
、
衛
生
・
品
質
管
理
、
調
理
法
開
発
等
、
政
策
的
支

援
策
を
講
じ
る
考
え
が
あ
る
か
。
基
本
的
方
針
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


